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板橋区立体育施設運営要綱 

 
（平成２０年３月３１日 区長決定） 

（平成２１年３月３０日 一部改正） 

（平成２３年３月２８日 一部改正） 

（平成２４年３月２１日 一部改正） 

（平成２６年３月２０日 一部改正） 

（平成２８年７月１２日 一部改正） 

（平成３０年１１月９日 一部改正） 

（令和 元年５月１７日 一部改正） 

（令和 ３年９月 １日 一部改正） 

（令和 ７年１月 ６日 一部改正） 

 

 

第１章 総則 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都板橋区立体育施設条例（平成９年板橋区条例第２０号。以下

「条例」という。）及び東京都板橋区立体育施設条例施行規則（平成２０年板橋区規則

第４２号。以下「規則」という。）の規定に基づき室内競技場、トレーニングルーム、

プール、武道場、会議室、多目的室、スタジオ、和弓場又は洋弓場を利用しようとする

者の利用及び申込み等を円滑にするため、必要な事項を定めるものとする。ただし、条

例第８条第２項に定める不承認の例外規定（営利を目的として利用する場合）の取扱い

については、別に定める要綱によるものとする。 

 

（対象施設） 

第２条 利用対象施設は、以下のとおりとする。 

（１）板橋区立小豆沢体育館 

室内競技場 トレーニングルーム 室内プール 武道場 

第一会議室（定員 ２４）  第二会議室（定員 ３９） 

  第三会議室（定員 ３３）  第四会議室（定員 １２） 

  第一多目的室（定員 ９０） 第二多目的室（定員 ６０） スタジオ 

（注）多目的室は仕切りを取り除くことにより全面利用可 

（２）板橋区立赤塚体育館 

  室内競技場 トレーニングルーム 室内プール 

会議室（定員 ４０）     

スタジオ 

（３）板橋区立植村記念加賀スポーツセンター（以下「加賀スポーツセンター」という。） 

  室内競技場 トレーニングルーム 室内プール 武道場 

第一会議室（定員 ２１）  第二会議室（定員 １５）  スタジオ 

（４）板橋区立上板橋体育館 

室内競技場 トレーニングルーム 室内プール 武道場 

第一会議室（定員 ３３）  第二会議室（定員 ４５）  スタジオ 

（注）会議室は仕切りを取り除くことにより全面利用可 

（５）板橋区立高島平温水プール 

  トレーニングルーム 室内プール 

会議室（定員 ３０）   

  多目的室（スタジオ）（定員 ９０） 
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（６）板橋区立和弓場 

（７）板橋区立洋弓場 

 

 

（利用形態） 

第３条 利用形態は以下のとおりとする。 

（１）室内競技場及び室内プールの利用は、貸切利用及び個人利用とし、貸切利用及び個

人利用の利用区分は利用者ニーズ等を勘案し、施設管理者とスポーツ振興課長が協議

のうえ定める。ただし、室内プールの利用について、国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）第３条に定める休日及び東京都板橋区立学校の管理運営に関

する規則（昭和５３年板橋区教育委員会規則第６号）第３条に規定する夏季休業日は、

条例別表第４に規定する開館時間を個人利用とする。 

（２）武道場、和弓場及び洋弓場の利用は、貸切利用及び個人利用とし、貸切利用及び個

人利用の利用区分は利用者ニーズ等を勘案し、施設管理者とスポーツ振興課長が協議

のうえ定める。ただし、貸切利用のない場合は個人利用とする。 

（３）トレーニングルーム及びスタジオの利用は、個人利用のみとする。 

（４）会議室及び多目的室の利用は、貸切利用のみとする。 

（５）条例別表第２備考の規定に基づき、高島平温水プールの多目的室については、当分

の間、毎週月曜日、火曜日、木曜日及び土曜日をスタジオとして利用に供するものと

する。 

２ 条例別表第３に規定する休業日及び別表第４に規定する開館時間以外の利用形態は、

前項の規定にかかわらず施設管理者が区長の承認を得て、定めることができる。 

 

第２章 貸切利用 
 

（団体登録の要件等） 

第４条 規則第５条の規定により室内競技場、室内プール、武道場、会議室、多目的室、

和弓場又は洋弓場を貸切利用するための団体登録の要件は、次の各号のとおりとする。 

 

（１）区内団体 

施設区分 室内競技場、武道場、会議室、

多目的室、和弓場及び洋弓場 

室内プール 

代表者 区内在住・在勤・在学者で１５歳以上の者 

構成員 区内在住・在勤・在学者で１５

歳以上の者 

区内在住・在勤・在学者で１

５歳以上の者 

構成人数 ２人以上 ２人以上 

 

（２）区外団体 

施設区分 室内競技場、武道場、会議室、

多目的室、和弓場及び洋弓場 

室内プール 

代表者 １５歳以上の者 

構成人数 ２人以上 ２人以上 

備考 １５歳以上の者とは義務教育を修了している者とする。 

洋弓場の団体登録は、板橋区発行の認定証（９０ｍ）の交付を受けている者が２人

以上の団体とする。 
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室内プールを利用できるのは３歳以上の者とする。 

 

２ 規則第５条の規定による団体登録の申請は、前項各号の表に掲げる要件を確認できる

証明書類（運転免許証、その他官公署発行の証明書等（写し可））を提示して行わなけ

ればならない。 

３ 第１項第１号に規定する区内団体は、規則第４条第４項に定める抽選に参加できるも

のとする。 

４ 抽選対象施設は、室内競技場、室内プール、多目的室及び武道場とする。 

 

（団体登録及び貸切利用の手続等） 

第５条 前条の規定による団体登録の手続及び規則第４条の規定による貸切利用の手続を

行う窓口及び受付時間は以下のとおりとする。 

 

団体登録 施設システム端末機設置施設 受付時間 

貸切利用 小豆沢体育館 

赤塚体育館 

加賀スポーツセンター 

上板橋体育館 

高島平温水プール 

 

開館日の午前

９時から午後

７時まで 

区民文化部スポーツ振興課 

地域センター 

区民事務所 

生涯学習センター 

開庁日の午前

９時から午後

５時まで 

 

２ 前項の規定にかかわらず、利用しようとする日（以下「利用日」という。）の２日前

から前日午後６時までの間に行う室内競技場の貸切利用の手続は、利用しようとする体

育館のみで受け付ける。この場合において、利用日の前日午後６時を過ぎた申請は、こ

れを受け付けない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、利用日の２日前から利用日までの間に行う多目的室の貸

切利用の手続は、利用しようとする体育館又は高島平温水プールのみで受け付ける。 

 

（抽選の方法等） 

第６条 第４条第３項の規定による抽選への参加は、東京都板橋区公共施設予約システム

の利用者登録に関する規則（平成１０年板橋区規則第４９号。以下「システム規則」と

いう。）の規定による申請システムにより行うものとする。 

２ 抽選に参加しようとする登録団体は、利用日の属する月の３か月前の１６日から利用

日の属する月の３か月前の２０日までに参加の申込みを行わなければならない。 

（抽選による申込数の制限） 

３ その他抽選にかかる事項等は別途区民文化部長が定める。 

 

（仮予約の手続等） 

第７条 システム規則第７条第１項第４号の規定により行った仮予約の有効期間は、仮予

約を行った日を含めて６日間とする。 

２ 抽選に当選した区内団体は、システムより確定処理をすることにより、前項の仮予約

の手続を行ったものとみなす。 

３ 仮予約の手続を行った団体は、第１項の有効期間内に第５条第１項の窓口において利
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用申請を行い、利用の承認を受けなければならない。ただし、「施設利用料口座振替（自

動振込）依頼書」により口座登録を行っている団体についてはこの限りでない。 

４ 口座登録を行っていない団体において、有効期間内に利用申請が行われなかった仮予

約は、これを無効とする。 

 

（利用申請の受付等） 

第８条 抽選により当選した場合の利用申請は、利用日の属する月の３か月前の２５日か

ら利用日の属する月の３か月前の３０日まで受け付ける。ただし、利用月の属する３か月

前が２月または１２月にあたる場合は、当該月の２３日から２８日までに申請しなければ

ならない。 

２ 前項による利用申請期間経過後、なお施設に空きがある場合は、利用日の属する月の

２か月前の５日より（１月である場合は６日）仮予約及び利用申請を受け付ける。抽選対

象としない施設についても、同様とする。 

 

（貸切時間区分の間の時間利用） 

第９条 体育施設の貸切時間区分を引き続いて利用する場合は、貸切時間区分の間の時間

についても利用することができる。 

 

（口座振替不能への対応） 

第１０条 口座登録を行っている団体について振替不能が発生した場合は、この要綱によ

る抽選への参加申込み、仮予約及び利用申請の手続をすることができない。また、当該

団体への新たな利用承認は行わない。 

２ 前項の場合において、口座振替の不能が解消した場合又は使用料の納付があった場合

は、その事実を確認した後に前項の措置を解除する。 

 

（申請の特例） 

第１１条 室内競技場、室内プール、武道場、会議室、多目的室、和弓場又は洋弓場を次

の事由により貸切利用をする場合は、規則第４条第２項ただし書の規定に基づき、次項

から第４項までに規定する手続により申請できるものとする。 

（１）区が行政目的のために利用するとき。 

（２）区以外の官公署が行政目的のために利用するとき。 

（３）区内の公共的団体が公共又は公益目的のための体育事業に利用するとき。 

（４）区の連盟等が区民等を対象とする体育事業のために利用するとき。 

（５）その他区長が特別に認める体育事業のために利用するとき。 

２ 前項各号の事由に該当する者は、利用日の前年度の９月に、翌年度４月以降の年間利

用計画をスポーツ振興課長又は施設管理者に提出するものとする。 

３ スポーツ振興課長又は施設管理者は前項の規定による年間利用計画を受理したときは、

利用計画を調整し、１２月中に提出者に対し結果を通知する。 

４ 前項の調整の結果認めた利用申請は、前項の規定により通知する申込期間に行うこと

とする。 

５ 第１項の規定による貸切利用をする場合の優先順位は、同項各号の順による。 

 

 

（利用変更等の受付） 

第１２条 規則第１２条の規定による利用承認の変更は利用日の１０日前までに１回に限

り区民文化部スポーツ振興課及び各体育施設で受け付けるものとする。また、規則第１

３条第１項第３号の規定による利用承認の取消しは、利用日の１０日前までに１回に限

り、各体育施設で受け付けるものとする。 
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（事前打合せ） 

第１３条 室内競技場を貸切利用する者は、施設管理者と器具設置・付帯設備等について

事前打合せをするものとする。 

 

（利用不承認の協議） 

第１４条 室内競技場、室内プール、武道場、会議室、多目的室、和弓場又は洋弓場の貸

切利用の利用不承認にあたっては、政治・宗教活動、公序良俗に反する利用等、条例第８

条の項目を基準とする。ただし、利用目的・形態等に疑義が生じた場合は、施設管理者と

スポーツ振興課長が協議し、利用承認、不承認について決定する。 

 

第３章 個人利用 
 

（和弓場の利用資格） 

第１５条 和弓場を個人利用できる者は、中学生以上で以下のとおりとする。 

（１）指導員がいる日の個人利用 

指導員がいる日は、初心者も指導員の指導を受け、利用できる。 

（２）指導員がいない日の個人利用 

  板橋区弓道連盟主催の弓道教室修了者又は指導員の指導を受け技術的に教室修了者

と同等以上と指導員が認めた者 

 

（洋弓場の利用資格） 

第１６条 洋弓場を個人利用できる者は、中学生以上で以下のとおりとする。 

（１）指導員がいる日の個人利用 

  指導員がいる日は、初心者又は各利用距離の認定証を持っていない者も指導員の指導

を受け、利用できる。 

（２）指導員がいない日の個人利用 

  ア指導員の指導を受け、知識や技術があり安全に行射することができると指導員が認め、

３０ｍ許可証を所持する者は３０ｍ以下の的を射ることができる。 

イ別に定める審査会において、区発行の認定証の交付を受けた者。ただし、それぞれの

認定を受けた利用距離以下の的のみとする。 

 

（当日利用券の記載項目） 

第１７条 当日利用券には、名称、発行日、金額、使用できる施設等を記載する。 

 

（減免手続に伴う証明書類） 

第１８条 規則第１０条第１項の規定により体育施設を減免利用する場合の証明書類は次

のとおりとする。 

種    別 証 明 書 類 

１ 身体障がい者 身体障害者手帳 

２ 知的障がい者 愛の手帳 

３ 精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳 

４ 高齢者（６５歳以上） 官公署発行の年齢確認できる証明書等 

５ 生活保護受給者 生活保護受給証明書 

６ 中国残留邦人等支援給付受給者 支援給付受給証明書 
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（登録証等の交付） 

第１９条 体育施設の減免申請を受けた施設管理者は、承認した者に登録証又は免除証を

交付する。 

２ 前条１から４の登録証には、種別、発行日、氏名、住所、生年月日、電話番号及び注

意事項を記載することとし、有効期間を資格喪失までとする。 

３ 前条５から６の免除証には、種別、発効日、有効期間、氏名及び注意事項を記載する

こととし、有効期間を証明書類の発行日から１年間とする。 

 

（登録証･免除証の提示） 

第２０条 登録証又は免除証は、体育施設利用の際に施設管理者に提示するものとする。 

 

（中学生の利用方法） 

第２１条 体育施設を中学生が個人利用する場合は、施設管理者に生徒手帳等（中学校が

発行する身分証明書）を提示するものとする。 

 

（室内プール利用規定） 

第２２条 室内プールの個人利用において、練習補助器具は、混雑時及び他の利用者に迷

惑となる場合、貸出し、持ち込みを問わず、その使用を禁止する。 

 

第４章 共通事項 
 

（利用時間等） 

第２３条 条例別表第４に規定する利用時間には着替え、準備及び片付け等に要する時間

を含むものとする。 

２ 室内プールの夏季休業日期間中の始業時間は午前９時からとする。 

 

（団体的行動等の禁止） 

第２４条 明らかに他の利用者の行動を阻害したり、声高に指示したり、一定のスペース

を確保するような団体行動をしてはならない。 

 

（還付の有効期間） 

第２５条 規則第１３条の規定による還付請求の有効期間は、使用料の領収日の翌日から

５年間とする。 

 

（こどもの利用方法等） 

第２６条 体育施設をこどもが利用する場合は、行き帰りの安全確保及び施設利用中の事

故防止のため、次の利用条件を原則とする。 

（１）トレーニングルーム、スタジオ、和弓場及び洋弓場 

 午後６時まで 午後６時以降 

中 学 生 単独利用可 保護者の送迎が必要 

（２）室内競技場、室内プール及び武道場 

 午後６時まで 午後６時以降 

３歳～小学２年生 保護者の付き添いが必要 

小学３年～６年生 
単独利用可 

保護者の付き添いが必要 

中 学 生 保護者の送迎が必要 

（注）保護者とは１８歳以上の者を指し、保護者１人につきこども３人までの付き添

いが可能。 
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（禁止事項） 

第２７条 この要綱による、体育施設利用についての禁止事項は次のとおりとする。 

（１）酒気を帯びた者の利用 

（２）土足での入場 

（３）指定した場所以外での飲食及び喫煙 

（４）他人に迷惑となる行為、他人に不快感を与える行為及び施設や器具等を破損するよ

うな行為 

（５）危険物の持ち込み 

（６）ホール・廊下等での準備運動・練習行為 

（７）トレーニングルームにおいては、器具の持ち込み及び目的外利用 

（８）トレーニング機器の占有 

（９）和弓場及び洋弓場においては、人に向かって弓を引く等、危険な行為 

（１０）和弓場及び洋弓場においては、矢をつがえずに空射すること。 

（１１）洋弓場においては、認定証で認められたショットを超えて射つこと。 

 

（遵守事項） 

第２８条 この要綱による、体育施設利用についての遵守事項は次のとおりとする。 

（１） 利用種目に適した服装を着用（室内プール利用については水着用帽子も着用）す

ること。 

（２）トレーニングルームにおいては、各器具にあった正しい使用方法で使用すること。 

（３）規則及び係員の指示に従うこと。 

（４）ゴミは各自持ち帰ること。 

 

（事故責任） 

第２９条 利用者の事故は、施設整備の管理上の原因により生じた場合は、区長又は施設 

管理者が責任を負い、その他については、利用者の責任とする。 

 

（委任） 

第３０条  この要綱に定めのあるもののほか必要な事項は、区民文化部長が別に定める。 

 

付 則 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前に、板橋区立体育施設運営要綱（平成１７年８月１日教育長決定）

の規定により行われた手続等の行為は、この要綱の規定により行われたものとみなす。 

 

   付 則 

 この要綱は、区長決定の日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、第２条第５号の改正規定、第

３条第１項に第６号を追加する規定、第５条に第４項を追加する規定中温水プールに関す

る規定、及び旧第２２条から第２号を削除する規定は、平成２３年８月２８日から施行す

る。 

付 則 

この要綱は、区長決定の日から施行する。 

 

  付 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
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  付 則 

この要綱の一部改正は、区長決定の日から施行する。 

 

付 則 

この要綱の一部改正は、区長決定の日から施行する。 

 

 付 則 

この要綱の一部改正は、令和元年５月１７日から施行する。 

 

 付 則 

この要綱の一部改正は、令和３年９月１日から施行する。 

 

 付 則 

この要綱の一部改正は、区長決定の日から施行する。 


